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近年のデジタル化の動きは画像診断領域においても加速しつつある。このた

め従来は想定されていない画像診断業務形態が新規に創成される可能性があり、

あるいは従来から存在している画像診断に係る電子情報技術に関しても当初想

定されていた以外の利用方法への応用が考慮されるようになっている。本ガイ

ドラインは、そのような大きな変化の中にある遠隔画像診断が健全に発展する

ことを目的として、日本医学放射線学会電子情報・人工知能委員会の中に作成

された遠隔診断ガイドライン小委員会によって作成されたものである。なお、

本ガイドラインの作成 にあたっては、アメリカ放射線科専門医会（American 

College of Radiology）によって作成された「ACR 遠隔画像診療白書」および

「医用画像の電子的診療のための ACR-AAPM-SIIM技術規格」を参考にした（文献

1,2）。 

本ガイドラインの最初のバージョンは 2010年に制定され、2018 年に次のバー

ジョンに Update されたが、その後 5 年が経過して遠隔画像診断を取り巻く環境

も更に変化した。今回の本ガイドライン改訂後も IT(Information Technology；

情報技術) や AI(Artificial Intelligence；人工知能) 等の発達により状況は

変化していくと思われ、適宜、変化に対応した改定が必要と思われる。 

 

 

１．定義 

本ガイドラインに含める遠隔画像診断とは、“画像検査を施行した医療施設の

外で、CT, MRI 等の医用画像およびその関連情報を、ネットワークを利用して複

数施設の医師（主治医と専門医、専門医同士）が相互伝達することで行われる

診断”を意味する。 

 

２．理念 

 遠隔画像診断は、現状では専門家による画像読影が困難な医療環境におい

て、放射線診断専門医および同等の知識を有して特定領域の画像診断にかかわ



る医師(註 1)がその読影診断能力を提供して医療の質の向上や地域医療・予防医

療への貢献を図ることを大きな目的としている。 

 

３．本ガイドラインの目的 

 本ガイドラインの目的は、遠隔画像診断の位置づけと基本条件、一般的課題、

質の定義と担保、情報の安全確保等の遠隔画像診断における重要事項とそれらに

関する指針を明らかにすることである。 

 

３－１．医療の質の向上 

 現在の医療において、画像診断は急性・慢性疾患を問わず医療を遂行する上

で大きな役割を担っており、国民皆保険制度の下ですべての国民は適切な画像

診断による医療の恩恵に浴する権利を有している。しかしながら、地域医療格

差という現在のわが国の医療問題は画像診断にも及んでいる。その問題の根底

原因のひとつには、米国に比べ人口比 0.3 にすぎないといわれる画像診断の専

門医不足があると考えられる。一方では、世界に類を見ない多くの CT, MRI機

器の存在と地域分散があり、我が国の画像診断医療においては、いわば「量と

質の不均衡」が発生している。この状況は都道府県によって千差万別である。

画像診断専門医の総数が極端に不足している地域においては、専門医が常勤し

ていない施設で多数の画像検査が施行されており、あるいは専門医が常勤医と

して勤務していてもその総数が受診患者数から推測される需要に対して明らか

に不足している状況が散見され、日常診療に十分対応できているとはいえな

い。加えて災害時ないしは新種の感染症の流行などによって画像検査の需要が

高まった場合には、専門医による十分な品質の画像診断レポートの作成を当該

画像検査の全例に施行することが極めて困難な状況が惹起され、地域住民へ提

供可能な医療の質の低下が強く懸念される。 

 これらの問題を解決するための一つの方法が画像診断の専門医による遠隔画

像診断である。画像診断を専門とする医師が時宜を得た的確な画像診断を下す

ことにより、常勤画像診断専門医のいない医療機関においても一定レベル以上

の画像医療を享受することが可能となり、医療の効率化も図られる。ただし、

医療の質の向上を目的とする遠隔画像診断の質を担保するためには、正確で迅

速な画像データならびに患者情報の転送、過去画像等の検索機能、適切なレポ

ーティングシステム等が必要であり、また、画像診断の専門医による読影が不

可欠である。 

 

３－２．地域医療への貢献 

 地域医療連携は今後のわが国の医療における基本的な枠組みであり、一人の患

者に対して複数の医療施設の複数の医療従事者がその専門分野において特長を生

かしつつ貢献することが求められる。その実現のためには患者の病歴を含めた情



報共有や情報連携は不可欠であり、中でも画像診断情報はその情報量の多さや客

観性から最も重要な部分を構成すると考えられる。画像診断専門医が圧倒的に不

足している状況下で、専門医の高い読影能力を地域医療に反映させることは、放

射線治療を含む地域医療の質を担保し地域医療連携の正常な発展のために不可欠

な要素であると考えられる。このような物理的な制限を効率的に解決できる可能

性のある手段として、遠隔画像診断は今後更なる発展が期待される。また単独で

画像診断専門医を雇用することや、高額医療機器を導入することのできない多く

の開業医や小規模病院にとっては、遠隔画像診断の利用は、画像診断機器の共同

利用に加えて、読影リソースの共同利用も可能とする手段であり、同時に患者の

紹介や逆紹介を活性化させるものである。 

 

３－３．予防医療における有用性 

 遠隔画像診断は予防医療の発展における役割も期待されている。複数医療機関

の画像を比較読影することにより、病気の早期発見ができるばかりでなく、重篤

な急性疾患の診断に寄与できた例もあり、健常時の個人データを活用した読影は

極めて有効である。遠隔画像診断は、過去画像を必要とする任意の場所に送信す

ることで、正確な診断を得る基盤となる。また予防医療では二重の確認が有用で

あるが、同時に複数拠点に配信し読影することにより、意見の異なる症例に三重

の確認を行う基盤ともなる。 

 

４．遠隔画像診断の位置づけと一般的課題 

 

４－１．画像診断の位置づけ 

 遠隔画像診断の位置づけを論じるにあたって、画像診断全般に関わる一般的な

認識を明らかにしておく必要がある。それは以下の 3 点である。 

 

（１）画像診断は医療行為（註２）である 

 画像診断は診断確定に重要な役割を果たし、さらに治療方針決定に大きく関わ

っている。とくに最近の精密な画像診断情報が診断や治療法の決定に果たす役割

はますます大きくなってきている。画像診断のために必要なあらゆる情報を駆使

し、それらの情報を活用できるのは医師のみであり、その行為は医師によっての

み行われる医療行為である。医師でない者（外国の医師免許のみを有する者も含

む）が画像診断を行うことは、日本の法規に違反する行為である（註３）。 

 この見地から、医療機関が自施設外へ遠隔画像診断の協力を委託する場合に

も、受託施設が放射線科を標榜する保険医療機関であり、法的、外形的に遠隔画

像診断を医療行為として担保できる体制であることが望まれる。 



しかしながら、現状においては医療機関による遠隔画像診断の受託には限界が

あり、非医療機関による遠隔画像診断支援サービスへの依頼が広く普及してい

る。 

非医療機関である支援施設であっても、医療機関と同様に各画像診断業務を遂

行するに資すると判断されるだけの十分な経験、資格を持った医師を適切に配置

することは、支援施設における当然の責務である。加えて、医療安全、医療倫理

の観点から画像診断業務等の統括責任を担う管理医を常態的に配置すること、個

人情報保護の観点から適切なセキュリティ方針や対策を明示するなど、支援施設

においては遠隔画像診断支援事業者としての社会的責任に十分応えられるだけの

体制構築に努めなければならない。また、依頼施設においても、支援施設側が十

分に社会的責任を果たすことができる体制であることを確認する必要がある。 

 

（２）画像診断は専門の医師によって行われることが望ましい医療行為である 

 画像診断の情報はあらゆる臨床医によって利用される重要な検査資料である

が、その情報は過去 100年以上にわたる放射線診断学の膨大な専門的知識の蓄積

が基盤として存在している。その上、目覚ましい情報技術革新の恩恵を受けて画

像診断機器の発達も著しく、撮像した画像の解釈は複雑化しており、画像所見に

基づく診断過程には、高度な知識と高い専門性が要求される。そのような画像診

断はこれを専門とする医師によって行われることが望ましい医療行為である。    

 

（３）画像診断レポートは真正性の担保が要求される 

画像診断レポートは診療録の一部であり、真正性の確保が求められる。成りす

ましや改ざんが行なわれないように IDとパスワードを管理し、読影レポートを

修正した場合は修正履歴が残るようなシステム構築が望ましい。音声認識入力シ

ステム等を利用して代行入力を行う場合は、最終的なレポート確定は読影レポー

ト作成医師の責任の下に行なう。 

施設間で診療録をやりとりする場合、紙の紹介状では紹介状を出した医療機関

ではコピーを保存し、紹介状を受けた医療機関は保存の義務がある。電子紹介状

の場合は電子署名とタイムスタンプにより真正性を担保することになっている。

その証明には、電子署名の認証局とタイムスタンプの認証局との契約の継続が必

要である。紹介状を受け取った後に、受け取った病院で電子保存がされるとそれ

以降の真正性はその受け取った病院の電子カルテ上で担保される。 

しかし、遠隔画像診断では読影依頼病院以外のシステムに読影所見を記載し、

依頼病院に伝送する場合が多いが、電子署名とタイムスタンプを使うことなく運

用している。依頼病院の電子カルテにオンラインで転載される場合と人手を使っ

て転載される場合がある。人手を使う場合はもちろん、使わない場合も責任分界

点と運用を明記し、間違いが起こらないように管理する必要がある。修正/変更



があった場合もその履歴が残るような真正性を担保するよう運用を決める必要が

ある。 

なお、依頼元医療機関のシステムに直接記入する場合は、医療機関内での運用

と変わるものではない。 

一方、読影時に参照する画像や依頼情報、その他の患者情報についても真正性

が担保される必要がある。システム間をデジタルデータとして転送する場合に

は、その間の変化のないことも確認する必要がある。特に画像ではデジタル画像

データが一致しても、実際の表示は機器やソフトに依存するので、これらの特性

も画像診断者の責任で常に確認する必要がある。 

 

４－２．遠隔画像診断の考え方 

 検査が施行された施設とは異なる施設の医師が画像情報を診断することは、遠

隔画像診断だけに限定される状況ではないが、診断に関与する程度や頻度も多様

な遠隔画像診断においては、画像診断の業務委託に関わって生じる問題は避けら

れない。代表的な問題は以下の 2点に要約される。 

 

（１）遠隔画像診断に従事する医師の立場 

 遠隔画像診断に従事する医師は検査が施行される医療施設の外にあって専門的

知識を提供している。患者に対しては、遠隔画像診断に従事する医師は専門家と

して善良なる管理者の注意義務を負い、読影によって不法行為責任（民法 709 

条）を患者に対して負う場合がある。また、委託を受けた主治医に対しては契約

責任（民法 415 条、614 条）を別途負うことになる。 

 

（２）遠隔画像診断医の法的責任とは何か 

 医療事故と IT 関連事故に大別されるが、両者が重複する場合もある。医療事

故の場合は、不法行為責任及び主治医（読影依頼医）に対しての契約責任とし

て、損害賠償義務を負う。医療事故の主な原因は専門家としての善良なる管理者

の注意義務違反であるが、注意義務は、診療当時の画像診断医の医療水準であっ

て、具体的には各種ガイドラインや当時の刊行物、事後的なピアレビュー（裁判

上の鑑定など）によって規定される。また、契約に伴う主治医に対する義務は契

約内容に依存する。 

 IT関連事故の場合、ネットワークを含む情報関連機器、その使用法による損害

賠償義務を負う。ネットワーク、情報関連機器、使用法についての責任分担を予

め明確にしておくことが望ましい。 

 

４－３．遠隔画像診断に備わっているべき態勢 



 遠隔画像診断においても医療施設内での医療行為と同様に医療行為として要

求されている基本的な条件を満たしている必要がある。それは以下の 3点であ

る。 

 

（１）画像診断業務の一般的な最低限の必要条件を満たしていること 

 緊急に治療を要する所見を見つけた場合には、直ちに業務委託した医療施設

や担当医に直接連絡する態勢を整えていること、また定期的な意見交換などに

より、偶発所見が適切に伝達され対処されていることを確認する仕組みを備え

ていることが必要である。 

 

（２）診療情報管理の体制を明確にしていること 

 具体的事項については本ガイドラインで後述するが、診療情報管理の基本的

な方針をもち、その方針に基づいた体制により、実際に運用に問題が生じた場

合の対処法について検討を行っていることが必要である。特に診療情報管理の

基本的な方針については文書化していることが必要である。 

 

（３）個人情報の適正な取り扱いが行なわれていること 

 個人情報の保護に関する法律および種々のガイドラインに照らし合わせ、個

人情報保護の配慮が必要である。特に「患者への医療の提供のため、他の医療

機関等との連携を図る」という院内提示等による公表が望ましい。患者から明

示的に留保の意思表示(opt out)がなければ、患者の黙示による同意があったも

のと考えられる(文献３)。なお、診断に供した依頼情報、画像情報、読影レポ

ートが病院外に保存されている場合には個人情報が病院外に保存されている旨

を掲示する必要がある。 

 

５．遠隔画像診断の質の定義 

 

５－１．遠隔画像診断システム構築の基本 

 ネットワークの構成やハードウェアには様々なレベルのものが存在している

が、技術的進歩とともに必要とされるレベルは常に変化していくと考えられる。

そのため、常に施設の運用方針に基づいて、現在のシステムの限界を認識し、改

善する態勢が求められている。 

国内法規では「個人情報保護法」に基づいて個人情報である診療情報を保護する

必要がある。具体的な取り扱いについては「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」（文献３）があり、システムの対策

については「医療情報システムの安全管理ガイドライン（第 5.2版）」（文献

４）が詳細を記載している。また、システム販売・サービス事業者には「医療情

報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライ



ン」（文献５）等がある。これらの法律はサービス提供事業者や医療機関として

の対応を決めたものであり、製造業者・サービス事業者による医療情報セキュリ

ティ開示書（MDS）を開示し、医療機関と連携した対応が必要とされている。 

一方、ソフトウェアを含み、医療機関のネットワークと接続する医療機器には国

際医療機器規制当局フォーラム（IMDRF）による医療機器サイバーセキュリティ原

則及び実践に関するガイダンスの公表に基づいて、2023年 3月「医療機器のサイ

バーセキュリティ導入に関する手引書（第 2版）」（文献６）が作成され、製造

業者は「製造業者による医療機器開示書」（MDS２）及びソフトウェア部品表

（SBOM: Software Bill of Materials）を開示し、使用者（医療機関）と連携し

た対応が必要とされている。 

日本の医療機関は中小規模が多いために、海外のように医療機関が情報技術者を

直接雇用することがほとんどなく、導入、保守でベンダー依存が多い現状であ

る。このため医療機関全体のシステム把握がされていない状況が多く、迅速な対

応が要求されている。実際に、コロナ禍で検査機器のオンライン保守が増加し、

機器毎に多くの外部接続がされているとの調査結果もあるので、医療機関の情報

管理部門と協調してこれらの対応をする必要がある。 

一方、診療の質を担保する技術の採用も重要である。画質に関しては日本医学放

射線学会「デジタル画像の取り扱いに関するガイドライン 3.0版」（文献７）

や、表示サイズ（モニターサイズは病変検出能に影響する）、表示速度（帯域が

狭い場合、システム性能が低い場合キー操作に対してコマ落ちすることがあり得

る、これは誤診の原因にもなり読影者のストレスになる）、読影環境（室内光、

騒音、情報漏洩など）等に留意する必要がある。 

 医療機関自らが遠隔画像診断システムを構築して、①常勤医師あるいは非常勤

医師に医療機関外から遠隔画像診断する場合、あるいは、②医療機関外の遠隔画

像診断システムを利用して常勤医師あるいは非常勤医師に医療機関外から遠隔画

像診断する場合、あるいは、③画像読影業務を医療機関外に委託する場合も存在

する。これらのシステム上の患者と読影医の個人情報の管理責任、読影内容に関

する責任について責任分界点を明確にしておく必要がある。 

 

 サイバー攻撃は愉快犯から金銭目的に変わり、秘匿情報の取得と裏市場での販

売の時代から、仮想通貨の普及により暗号化しその身代金（Ransom）を被害者か

ら直接受け取るランサムウェアの時代になっている。攻撃手法もメール添付、URL

からのフィッシングなどの①ばらまき型から②脆弱性をついてハッカーが直接侵

入する型、あるいは③接続する別組織から侵入するサプライチェーン型などが見

られる。①については利用者教育や端末、サーバ、ネットワークのモニタリング

やシンクライアント等画面転送型通信の利用、②についてネットワーク全体の把

握と資産管理台帳の整備と最新脆弱性情報の取得が重要である。③については外

部接続部分の隔離とモニタリングが重要である。同時に過去の事例からは安全性



よりも利便性を優先した個々の機器の基本的な設定（通信先やプロトコールを通

常の通信に限定しない設定や、サーバ類の管理者権限の ID, パスワードをわかり

やすい、共通のものにして他社と共有するなど）を確認する必要がある。「絶対

安全な対策はない、接続していれば必ずリスクが必ず生じる。」前提で対応する

必要がある。 

したがって、サイバーセキュリティについては、読影者の扱う端末から相手側病

院まで全体について最新で継続した管理が必要であり、これらの具体的な対応に

は IPA, JPCERT, NISC, NIST 等の勧告等（文献８）に留意する必要がある。 

侵入後、100日以上の潜伏の事例もあり、ネットワーク内に拡散し残留する危険

もあり、事業継続計画（BCP: Business Continuity Plan）ではバックアップの保

存と期間、その利用と事業再開を十分に検討する必要がある。 

 

（１）システムの概要 

 仮想化技術によりハードウェアが統合される時代であるので、論理的、機能的

な意味でオーダエントリシステムを含めた電子カルテ（EMR: Electric Medical 

Record）、レポートシステムを含めた放射線部門システム（RIS: Radiology 

Information System）、画像情報システム（PACS: Picture Archiving and 

Communication System）。端末に関しては近年 thin-client, zero foot print 

viewerなど画像情報自体の転送のない画面転送型の画像表示が遠隔読影では主流

であり、狭い通信帯域で利用可能であり、端末に画像情報が残らない点でこれを

対象に考える。DICOM 画像を送受信し端末に一時的にも保存する場合には DICOMサ

ーバ間通信同様のセキュリティ対策を検討する必要がある。 

 一方、検査依頼データ、画像データ、読影所見データは患者の個人情報であり

管理責任を明確にする必要があり、これらを扱うシステムの範囲、責任分界点を

明確にしておく必要がある。 

医療機関内の画像診断と同様のことを遠隔画像診断でも実行できる状況になっ

てきたので、次の各ステップの実現を目標に考える。 

1）検査依頼を受け、検査依頼情報を参照し、EMR、RISにて過去の検査依頼と読

影所見、PACS から過去の検査画像を参照する。必要に応じて、EMRから患者

の診療情報を得る。腎機能、その他の検査結果から依頼画像検査の最適な方

法（検査妥当性、適切なプロトコールの選択）を検討する。 

2）必要に応じて検査対応を RIS入力する。あるいは、電話、電子カルテ内メー

ル,職員専用 SNS 等にて検査担当者にその旨を伝える。 

3）検査中に検査担当者から相談を受ける場合も想定される。 

4）検査終了後、RIS あるいは読影システムに読影所見を入力する。この場合に

EMR, RIS（過去読影所見等）, PACS（過去画像等）等を参照することもあ

る。検査結果に関して緊急に対応が必要な場合には RIS, 電話、電子カルテ内



のメール機能、職員専用 SNS等の伝達方法で、依頼担当診療科（主治医）あ

るいは放射線部職員（放射線技師等）に連絡する。 

5）検査終了後、症例検討会、術前、術後検討会などに参加して、症例の検討

や、画像検査、画像、読影レポートに関する情報交換を行う。 

 

 主治医、担当放射線技師への連絡方法に関して、電話連絡、電子カルテ内のメ

ール機能、職員専用 SNS等に事前に決めておく。一般の電子メールや SNSは本文が

暗号化や管理団体のサーバに保存されるなど個人情報管理の問題があるので電子

カルテ参照を促す程度の連絡にして、重要な伝達事項や決定事項は EMR, RIS に記

載するようにする。 

 

遠隔画像読影者の利用可能なシステムについて 

上記の 1)から 5)の業務の実現が推奨される。そのために EMR+RIS+PACS が医療機

関外から参照できることが必要になる。働き方改革、在宅勤務に向けてこのよう

なシステムも実現しているので、遠隔画像診断においても可能になってきている。 

1), 2)の業務には EMRの情報が必須である。3), 4)の業務には電話などの伝達手

段とその運用取り決めが必要である。5)については遠隔で実施するには TV 会議な

どのシステムが必要になる。 

読影業務委託の場合には EMRの参照権限の制限など議論されることになる。 

 

A. 医療機関のシステムを医療機関外から読影者が直接参照する場合 

1) EMR+RIS+PACS  

2) RIS＋PACS 

3) PACS 

3)では検査依頼情報、読影所見情報を読影者に伝達する方法が必要である。 

 

B. 医療機関内の EMR, PACS（DICOMサーバ）から外部組織の EHR, PACS（DICOMサ

ーバ）に転送する場合（地域医療連携、読影サービス会社など） 

4) 画像データ（DICOM サーバ）+SS-MIX2 データ（病名、アレルギー、検査結果、

処方、注射など）：地域医療連携システムの場合  

5) EMR or RIS/PACS→ System-I(Order)/PACS-I（Image）/(Report-I)→ Report-

I→HIS（Report-I） 

読影委託業者のシステム（I）に、依頼情報と画像情報を転送（→）し、レポー

トを受け取る。 

6) PACS（Image）→ PACS-I（Image）/(Report-I)→- 

Orderと Report-Iはシステム化されない場合、手作業で送受信する。 

 



 
EMR、RIS、PACS に直接接続できれば、過去の診療情報、画像、レポートを参照で

きるが、遠隔読影システム経由の場合は DICOMサーバに画像を転送するものも、サ

ーバの容量と通信時間の問題から検査画像のみや過去の同じモダリティの画像 1回

分から他のモダリティが含まれる場合、地域連携サーバでは最低 1年分など種々あ

り得る。遠隔読影サービスの場合、画像の保管が一時的な場合も存在する。 

 なお、遠隔読影サービスで情報漏洩対策として個人を特定できる情報を全て消

してサーバに保存している場合もあるが、その画像の読影レポートを返しており、

組織内の連結可能匿名化であり、匿名化とは言えず、一時的院外バックアップと

して医療機関では掲示する必要がある。診療業務上の病院からの委託契約に属し、

運用を明確にして個人情報として十分に管理する必要がある。この場合のサーバ

は国内に存在する必要がある。病院側にも委託管理責任が生じる。 

依頼情報や検査情報、過去の読影レポート情報なども EMR や RIS からオンライン

取得や手作業があり得る。読影者が作成した読影レポートも遠隔読影システムで

保存されるが、依頼医療機関への送信は EMRや RISへのオンラインや手作業などあ

り得る。 

今後、遠隔読影システムでの AI利用も考え得る。 

 

読影レポートの主治医の参照確認の方法について 

 自院のシステムに取り込んでおれば、RIS あるいは電子カルテにある主治医の参

照確認システムを利用する。 

 

他診療科と放射線科医のカンファレンスの方法について 

 検査画像に関して依頼診療科と放射線科のカンファレンス等の情報共有は重要



である。オンライン診療のガイドラインでは、D to P の条件でストリーミング配

信の動画像に関して IPsec + VPN、TLS1.3+https の暗号化通信を免除しているが、

D to D のカンファレンスでは必要になる(文献９)。一般の Web型 TV会議で２医療

機関間を VPNで繋いでも Webサーバが VPNの外になる。２医療機関間の VPNや地域

医療連携サーバ含めた３点間を繋ぐ VPN において VPN 内に有償あるいは、無償の

Web 型 TV 会議サーバを設置する方法がある。なお、TV 会議システムを用いる場合

には、動画像の圧縮による高周波成分の劣化が相手側画面に生じるが、自院では

確認できないことを理解し、TV 会議だけではなく、別途 PACS の利用を考える必要

がある。 

なお、TV 会議システムでは端末の遠隔操作やソフトの導入を可能にする設定があ

るので、TV 会議の参加の端末の院内ネットワークの場所や会議中は自端末の常時

監視を心がける必要がある。 

 

 
 

読影委託サービス等で、院外の PACSに画像を転送保存する場合、病院の掲示等に

て診療情報が外部に保存されていること、職員以外の委託先職員が参照すること

を知らせる必要がある。（文献４「医療情報システムの安全管理ガイドライン(第

5.2版)」より） 

 

（２）ネットワーク管理 



 依頼医療機関のネットワーク、遠隔読影サービスのネットワーク、読影端末間

にネットワークが存在する。特に DICOM画像送受信がある場合（thin-client, 

zero foot print viewer では画面送付によりこの負荷は小さい。）は遠隔画像診

断に十分対応できる帯域が必要である。病院の DICOMサーバは日中の運営時に検

索のサーバ負荷が大きく、表示の遅延を生じる場合もある。 

セキュリティ上、専用回線を用いる場合も、インターネット回線を用いる場合

も、医療情報システムの安全管理ガイドライン等に準拠する必要性がある。この

場合、病院としての対応が要求され、病院の情報担当部門と協議しておく必要が

ある。2021年話題になった「脆弱性をついた侵入型ランサムウェア攻撃」では安

全のために設置した FW（firewall）/VPN（Virtual Private Network）機器の脆弱

性をついた攻撃であり、導入機器のハードソフトのバージョン等記載の台帳管理

を徹底し、機器の最新の脆弱性情報を取得し、脆弱性が判明した場合には迅速な

対応が要求される。 

 また、2022年のサプライチェーン型の侵入では FW/VPN機器が有効であっても、

あるいは専用回線を用いていても、接続先のネットワークからの侵入を想定する

必要があることを示した。原則的に外部接続する場合、①相手側のネットワーク

の情報を得ておき、②FW を設置し③DMZ 領域などに GW（gateway）等を設置しこれ

を介して内部の重要な診療ネットワークに直接接続しないように階層化する。

④FW, GW、サーバ機器の基本的な安全設定を行い、⑤FW, GW の監視を行い、攻撃

検知が重要である。 

 サイバーセキュリティ対策としては端末上で作成されるコンピュータウイルス

もあり、画像表示端末、サーバ、端末の挙動を監視する EDR、通信監視をする NDR

の設置も有効である。 

 

（３） 遠隔読影するモニター端末について 

 モニター診断を行うにあたり、モニターの解像度、輝度、表示階調特性など

は、表示部位や診断内容により、適正なものを選ぶ必要がある(文献１０)。特に

適切なキャリブレーションを行うことも重要で、DICOM Part14 にキャリブレーシ

ョンされることが望ましい。液晶モニターは CT, MRI 読影用、乳房Ｘ線画像診断

用、胸部Ｘ線画像診断用で適正な性能があり、準拠することが望まれる。液晶モ

ニターは適切に管理・整備される必要があり、管理グレードについては、推奨さ

れる最大輝度、輝度比、コントラスト応答に準拠することが望ましい。 

 

遠隔読影する個人の PC端末について 

医療機関では、管理された読影室で管理された読影専用モニターで診断してお

り、特に乳房Ｘ線画像診断では乳房Ｘ線画像読影専用モニターを使用することが

決められている。 



その他の画像診断においては、読影専用モニターが使用できない場合には、保

存伝送された画像データを十分読影できるように配慮する必要がある。 

CT画像では 512x512 マトリックス、4096 段階の濃度を有している。単純撮影

では一般 2000x2500 のマトリックス、高精細で 4000x5000マトリックス、階調は

1024段階から 4096 段階がある。多くの画像専用モニターでは DICOM の GSDF

（Grayscale Standard Display Function）の輝度階調で表示し、同時に過去の

事例からは利便性よりも安全性を優先した個々の機器の基本的な設定（通信先や

プロトコールを通常の通信を必要最低限にする設定や、サーバ類の管理者権限の

ID, パスワードを複雑で、個別に別々にして他社と共有しないなど）を確認する

必要がある。一般モニターでは OSに依存し、Windowsではγ2.2 のゲインで表示

しているので、階調が異なる。GSDFは人間の目の感度に直線的に対応する輝度特

性で、効率よく階調を分解できる。しかし、室内光が明るいと目に入る光量は

GSDFの輝度階調全体にプラスされるので低輝度の階調が判別難しくなる傾向を示

す。 

まず、自機のモニターのマトリックス、解像度、階調を理解する。確認には

SMPTEパターンが有用であるが、システム内にそのような画像がない場合には、

一般の腹部 CT画像では、低輝度の脂肪と水の分解状況と同時に高輝度の造影部

分と骨や石灰化の様子が両方よくわかるか見る。Windowingと leveling により上

記の部分が判別しづらくなる場合には、適宜 Windowingと leveling をする必要

がある。階調が GSDF を使えない場合には、普段と異なった階調のため十分なコ

ントラストを得られるように windowingと levelingを行なう。 

 SMPTEパターンでは空間分解能も判断できるが、液晶モニターのマトリックスは

決まっており、対象画像のマトリックスも既知であるので十分拡大して参照する

必要があれば、拡大する。以前は拡大により大きな四角の画素が現れたが、最近

では Interpolation mode により補完されて、大きな四角の画素は現れない。縮小

表示も点状の石灰化など異常値の画素を消す危険がある。画像認知の空間分解能

は網膜上の空間周波数に依存しており、視覚 1度に数本程度の空間周波数にコン

トラスト分解能が高い。したがって、モニターや対象物の大きさに依存すること

を理解してモニターの大きさと対象物を考える。 

 

＊SNS: Social Network Service 電子カルテ内で患者を中心に病院職員がメールを

送受信するように、スマートフォンなどのモバイルデバイスを使ってインターネ

ットを介して自宅等でも医療機関の職員が情報共有することや、異なる医療機関

の職員が情報共有することが可能になるサービスである。しかし、患者の個人情

報を扱う場合、診療情報は医療機関と患者の診療の目的ために医療機関の責任で

管理するものであるので、他の医療機関と情報共有する場合には、診療目的でそ

の旨掲示等で了解を得ておく必要がある。また、データの保存場所は国内法の及

ぶ国内である必要がある。 

 



５－２．医師の資格 

 画像診断の専門医のレベルが要求される。本ガイドラインで念頭においている

のは日本医学放射線学会認定の“放射線診断専門医”ないしはそれと同等以上の

能力を持つ医師である（註１）。 

 

５－３．医師の教育 

 遠隔画像診断に従事する医師には、放射線診断専門医に対する一般的な教育に

加えて、ネットワークの運用やそのセキュリティ対策などにかかわる教育を行う

必要がある。具体的には、日本医学放射線学会で開催される医療の質の必須講習

を受けるとともに本ガイドラインを熟読することが求められる。 

 

６．遠隔画像診断・遠隔読影に係る診療報酬（令和 4 年 3 ⽉ 4 ⽇ 厚⽣労働省告⽰第 54 

号・保医発 0304 第 1 号：文献１１） 

画像診断に係る診療報酬点数は、医科点数表の「第 4 部 画像診断（E 項目）」

に掲載されている。その中で、遠隔画像診断、遠隔読影に係る診療報酬について

は「遠隔画像診断管理に関連する診療報酬抜粋 2022」(文献 11)を参照されたい。

ただしこれら診療報酬の点数は、検査、撮影を行った依頼側（送信側）の医療施

設で算定するものであり、遠隔画像診断、遠隔読影を依頼された受信側が算定す

るものではない。遠隔画像診断に係る費用、経費等は送信側と受信側の個別の契

約による。なお、診療報酬に関しては今後の改訂に伴って、内容が変化する可能

性がある点に留意されたい。 

 

６－１．画像診断管理加算における外部機関に読影を委託した場合の取り扱いに

ついて  

平成 25年 12 月 11日の中央社会保険医療協議会（中医協）総会において、

「外部機関に読影を委託した画像診断管理加算の算定」および「外部機関

を介した遠隔画像診断管理加算の算定」について協議され、「撮影した画

像の読影や報告書の作成等を外部に委託する事例」が挙げられ、「画像診

断管理加算は、臨床診断の基盤となる画像診断の報告の質を確保するため

の体勢を整理した医療機関を評価するために設けられている規定」であ

り、「自施設における画像診断に係る体勢を整備するのではなく、施設基

準の規定等がない機関に画像の読影および報告書の作成を委託すること

は、加算の趣旨に沿ったものとはいえない」とされた。 



あわせて、「外部機関を介した遠隔画像診断における画像診断管理加算の

算定」についても協議され、「遠隔画像診断における画像診断管理加算の

算定については、これまで画像診断管理加算 1または画像診断管理加算２

に関する施設基準を満たす特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療

拠点病院、へき地中核病院又はへき地医療支援病院に限って評価を行って

きたところ、施設基準の規定等がない機関に画像の読影および報告書の作

成を委託することは、加算の趣旨に沿ったものとはいえない」とされた。 

その結果、平成 26年改定において、画像診断管理加算について「当該保険

医療機関以外の施設に読影又は診断を委託した場合は、画像診断管理加算

は算定できない」と通知に規定され、１例でも外部機関に読影を委託した

場合はその医療機関において全例に画像診断管理加算が算定不可となった

（通知 通則５（１））。 

同時に、平成 26年改定において、遠隔画像診断管理加算についても「受信

側又は送信側の保険医療機関が受信側及び送信側の保険医療機関以外の施

設に読影又は診断を委託した場合は、当該加算は算定できない」と通知に

規定され、１例でも外部機関に読影を委託した場合はその医療機関におい

て全例に遠隔画像診断管理加算が算定不可となった。（通知 通則６

（２）） 

  

６－２．診療時間外（夜間又は休日）の緊急読影における常勤医による遠隔読影 

  

平成 26年改定において、読影を外部委託した場合に画像診断管理加算が算

定不可となったため、診療時間外（夜間又は休日）の緊急読影においても

外部委託が不可となった。その結果、診療時間外（夜間又は休日）の緊急

読影のために常勤の放射線診断専門医が当直体制もしくは緊急当院して読

影を行わなくてはいけない体制を強いられることになり、とくに放射線診

断専門医が少ない医療機関では、常勤の放射線診断専門医の大きな負担と

なった。これに対し、日本医学放射線学会は平成 27年に厚生労働省保険局

医療課に「勤務医の負担軽減」のために、診療時間外（夜間又は休日）の

画像診断管理下の緊急読影について、遠隔画像診断、遠隔読影の利用を認

めるよう要望した。 

その結果、平成 28年改定で、「夜間又は休日に撮影された画像について

は、当該専ら画像診断を担当する医師が、自宅等の当該保険医療機関以外



の場所で、画像の読影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた

上で読影及び診断を行い、その結果を文書により当該患者の診療を担当す

る医師に報告した場合も算定できる」と通知され、診療時間外（夜間又は

休日）の緊急読影については常勤医による医療機関外からの遠隔読影が認

められ、画像診断管理加算の算定が可能となった。（通知 通則５

（1））。 

  

６－３．働き方改革促進のための遠隔画像診断の活用 

  

平成 29年に「女性の医療職エンパワーメント議員連盟」にオブザーバー団

体として参加していた日本放射線科専門医会・医会は、加藤勝信厚生労働

大臣（当時）に対し、「女性医師が活躍しやすい環境整備のため、常勤医

が 3日以上医療機関で読影した場合、医療機関外からの遠隔読影」も画像

診断管理として認めるよう要望した。 

その結果、平成 30年改定において「画像診断管理加算１、画像診断管理加

算２又は画像診断管理加算３は、それぞれの届出を行った保険医療機関に

おいて、専ら画像診断を担当する常勤の医師のうち当該保険医療機関にお

いて勤務する１名（画像診断管理加算３を算定する場合にあっては６名）

を除いた専ら画像診断を担当する医師については、当該保険医療機関にお

いて常態として週３日以上かつ週 22時間以上の勤務を行っている場合に、

当該勤務 時間以外の所定労働時間については、自宅等の当該保険医療機関

以外の場所で、画像の読影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用

いた上で読影を行い、その結果を文書により当該患者の診療を担当する医

師に報告した場合も算定できる。その際、患者の個⼈情報を含む医療情報

の送受信に当たり、安全管理を確実に行った上で実施する。また、病院の

管理者が当該医師の勤務状況を適切に把握していること」と通知され、女

性医師に限らず、常勤医として週３日以上かつ週 22 時間以上の登院勤務を

行っている場合に、それ以外の時間においては、自宅等の医療機関以外か

らの読影も画像診断管理として認められた。（通知 通則５（2）） 

遠隔画像診断管理においても、常勤医として週３日以上かつ週 22時間以上

の登院勤務を行っている場合に、それ以外の時間においては、自宅等の医

療機関以外の場所からの読影も遠隔画像診断管理として認められた。（通

知 通則 6（3）） 



 

７．情報の安全性確保 

 情報の安全性の確保については、個人情報保護法の第 20条に安全管理措置の定

めがあり（註４）、また包括的な医療情報の安全管理は厚生労働省のガイドライ

ンに定められている (文献４)。ただし、安全性確保において要求されるレベルは

常に変化しているため、定期的に点検し改善を図る必要がある。 

 

８．本ガイドラインの利用指針 

 本ガイドラインは作成段階での知識を集約したものであり、技術的進歩が常に

図られている今日、画像診断システムは常に変化している。またそれに要求され

る基準も変化していくと考えられる。技術的側面に関わる部分においては、将来

の技術的進歩により変更が行われる点が生じることは避けられず、新しい技術が

普及した段階および定期的に見直していく努力が必要である。 

 また、遠隔画像診断に関わる画像診断管理加算、遠隔画像診断管理加算などの

項目における診療報酬上の諸問題においても、社会通念上から適切な解釈と実務

の執行がなされる様、必要に応じて要望提案を行うなどの継続的な取り組みが必

要である。 

 本ガイドラインに示された内容が直ちに現在行われている遠隔画像診断の適否

の審査に用いられるべきであるとは考えられないが、もし満たさない点があれば

現状のシステムの欠点や限界を認識し、設備のみならず態勢をも含めた問題点を

抽出し、それらを改善に結びつける必要がある。特に重要なのは画像診断の質の

向上への努力を継続する態勢をつくることにあり、定期的に診断の質を点検し、

改善への不断の努力が求められている。ただし、法規に関する点においては違反

することがあってはならない。 

 AI、CDSS (Clinical Decision Support System；診療判断支援機能)などの診断

技術については、その普及程度に応じて今後検討していく。将来的に総務省 AI 

ネットワーク社会推進会議で策定中の「AI 開発ガイドライン」(仮称)に準拠した

システムにすることも考慮する。 

 

註１：放射線診断専門医および同等の知識を有して特定領域の画像診断にかかわ

る医師 

  画像診断の専門医の呼称に関しては、制度の改訂にともなう過渡期にあり変

更が加えられる可能性があるが、放射線診断専門医が意味するのは日本専門医

機構認定、または日本医学放射線学会が認定している画像診断の専門医であ

る。 

  同等の知識を有して特定領域の画像診断にかかわる医師とは、マンモグラフ

ィなどの特定の画像を対象に診断を行う、放射線診断専門医と同等の知識を有



する医師のことである。 

 

註２：医療行為の定義 

 本文中の「医療行為」とは疾患の診断および治療のための行為全般を意味す

る。診断の検査手技自体は非侵襲的な場合でも、その結果として侵襲的な治療

が必要になる可能性が あるため、平成 17年 7月 26日 厚生労働省医政局長通

知にある「医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害

を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為」に含まれ、医師法に記載さ

れている「医行為」にあたるとの解釈に基づいている。 

 

註３：外国人医師も含めた日本の医師免許を持たない者の日本国内での医療行為に

ついて 

 医師でない者が画像診断を行った場合は、医師でない者が「医業」をなしたも

のとして医師法 17 条、同 31条 1項 1号によって 3年以下の懲役もしくは 100万

円以下の罰金に処せられる。米国放射線専門医会の「米国外における画像診断に

ついての宣言（改訂版）」においても、国外において画像の遠隔診断を行う医師

に米国の医師資格を要求している(文献１２)。 

 医師法 17条には国外犯規定はないが、医師でない者の国外における画像診断

を国内の者が加功（加担）した場合は共同正犯（刑法 60条）として処罰され

る。また、医師でない者の画像診断に対して医師が加功した場合も、共同正犯が

成立するというのが裁判例である (文献１３)。 

 

註４：医療情報の保護 

 医療情報システムの安全管理に求められる基準として個人情報保護法では、

第 20条に以下のような安全管理措置の定めがある。 

（１）組織的安全管理対策：従業者の責任と権限を明確に定め、安全管理に関

する規程や手順書を整備し、その実施状況を日常の自己点検等によって確認す

る。また、これらを実践し、管理責任や説明責任を果たすために運用管理規程

を定める必要がある。 

（２）物理的安全対策：情報の種別、重要性と利用形態、組織の規模に応じて

幾つかのセキュリティ上保護すべき区画を定義し、情報端末、コンピュータ、

情報媒体（CD-Rや USBメモリ等）を物理的に適切に管理する必要がある。 

（３）技術的安全対策：情報区分と利用者の対応付けを行いアクセス権限を設

定すること、運用時における利用者の識別と認証およびアクセスの記録、不正

なソフトウェアの混入やネットワークからの不正アクセス防止により医療情報

システムへの脅威に対応する。 

（４）人的安全対策：医療機関等は、情報の盗難や不正行為、情報設備の不正

利用等のリスク軽減をはかるため、人による誤りの防止を目的とした対策を施



す必要がある。これには、守秘義務と違反時の罰則に関する規定や教育、訓練

に関する事項を含む必要がある。 
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